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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第４４号）
の施行に伴い、改正された「核原料物質、核燃料物
質及び原子炉の規制に関する法律施行令」及び経過
措置に関する省令等を登載しました。
また、今回の炉規法施行令改正に伴い、大幅に改

正となりました、本法令集第２編収録の省令・告示
については、改正済みの条文を小社ホームページ（ト
ップページ→サポート）よりご利用になれます。本
冊子の PDFファイルとあわせてご活用ください。
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核
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料
物
質
、
核
燃
料
物
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び
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炉
の
規
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す
る
法
律
施
行
令
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十
二
年
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一
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一
日

政
令
第
三
百
二
十
四
号

改
正
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年
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第
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四
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一
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六
〇
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四
一
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〇
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〇
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同
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五
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同

五
三
年
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同

第
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同

五
三
年
一
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月
二
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日
同

第
三
九
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同

五
四
年
一
二
月
一
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日
同

第
二
九
四
号

同

五
五
年
一
〇
月
二
四
日
同

第
二
七
〇
号

同

五
五
年
一
〇
月
二
四
日
同

第
二
七
一
号

同

五
六
年

三
月
三
一
日
同

第

六
二
号

同

五
九
年

四
月
一
三
日
同
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一
〇
〇
号

同

六
〇
年
一
一
月
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同
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〇
四
号

同

六
一
年
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同
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同

六
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年

三
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同

第
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同
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年

三
月
二
九
日
同

第

六
一
号

同
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同
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平
成
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同

第
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同
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同
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同
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同
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同
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年

三
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四
日
同
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同

一
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四
月

一
日
同
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同
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五
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六
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同
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同

第
二
二
四
号

同

一
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一
一
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二
日
同

第
三
三
三
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

百
六
十
六
号
）
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

目
次第

一
章

定
義
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

製
錬
及
び
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
制

（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
三
章

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

制
（
第
十
一
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

貯
蔵
、
再
処
理
及
び
廃
棄
の
事
業
に
関

す
る
規
制
（
第
二
十
一
条
―
第
三
十
七

条
）

第
五
章

核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
及
び
国
際

規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
制

（
第
三
十
八
条
―
第
五
十
八
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
六
条
）

第
七
章

外
国
船
舶
に
係
る
担
保
金
等
の
提
供
に

よ
る
釈
放
等
（
第
六
十
七
条
―
第
七
十

条
）

附
則

第
一
章

定
義

（
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
第
五
十
四
条
第
二
号
を

除
き
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
八
の

同
位
体
濃
度
が
百
分
の
八
十
を
超
え
る
も
の
を

除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
四
十
八
条
の
表
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
そ
の
化
合
物

二

ウ
ラ
ン
二
三
三
及
び
そ
の
化
合
物

三

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る

比
率
が
天
然
の
混
合
率
を
超
え
る
ウ
ラ
ン
及
び

そ
の
化
合
物

四

前
三
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

質

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
目
次
・
一
条
〕

追

補
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五

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る

比
率
が
天
然
の
混
合
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ

の
化
合
物

六

前
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る

も
の

（
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
「
防
護
対
象
特
定
核

燃
料
物
質
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

特
定
核
燃
料
物
質
を
い
う
。

一

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

イ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

質
で
あ
つ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
十
五

グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

ロ

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ

ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十

以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

質
で
あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
量
が
十
五

グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

ハ

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ

ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
十
以

上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び

に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
つ
て
、
ウ
ラ

ン
二
三
五
の
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る

も
の

ニ

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ

ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率

を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び

に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
つ
て
、
ウ
ラ

ン
二
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も

の
ホ

ウ
ラ
ン
二
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

質
で
あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
二
三
三
の
量
が
十
五

グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

二

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
使
用
済

燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の

他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
を
ガ

ラ
ス
に
よ
り
容
器
に
固
型
化
し
た
物
（
次
号
に

お
い
て
「
ガ
ラ
ス
固
化
体
」
と
い
う
。）
に
含

ま
れ
る
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ

つ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
線

が
空
気
に
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率

（
次
号
及
び
第
四
十
八
条
の
表
第
二
号
に
お
い

て
単
に
「
吸
収
線
量
率
」
と
い
う
。）
が
一
グ

レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。）

三

照
射
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
、

照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を

超
え
て
い
た
も
の
（
ガ
ラ
ス
固
化
体
に
含
ま
れ

る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト

ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。）

イ

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ

ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率

で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で

き
る
も
の

ロ

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ

ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率

に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並

び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含

む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使

用
で
き
る
も
の

ハ

ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ

ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で

原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る

も
の

ニ

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ

ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率

を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び

に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

第
二
章

製
錬
及
び
加
工
の
事
業
に
関
す
る

規
制

（
製
錬
事
業
の
指
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
は
、
製
錬
の
事

業
を
行
お
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
受

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
二
条
・
三
条
〕
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け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業

計
画
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を

添
え
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由

し
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
錬
事
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条

製
錬
事
業
者
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
工
場
又
は
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
製
錬
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
五
条

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
場
合
は
、
製
錬
施
設
に
お
い
て
防
護

対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と
す

る
。

（
加
工
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
は
、
加
工
の

事
業
を
行
お
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業

計
画
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を

添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
工
事
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
七
条

加
工
事
業
者
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
加
工
施
設
）

第
八
条

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
加

工
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
加
工
設

備
本
体
、
貯
蔵
施
設
、
廃
棄
施
設
及
び
放
射
線
管

理
施
設
並
び
に
加
工
設
備
の
附
属
施
設
で
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
加
工
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
九
条

法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
加
工
施
設
に
お
い
て
防

護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と
す

る
。

（
核
燃
料
取
扱
主
任
者
の
認
定
）

第
十
条

法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
認
定
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
大
学
令
（
大

正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学

に
お
い
て
、
理
学
若
し
く
は
工
学
に
関
す
る
正

規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
こ
と
、
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

二

核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
す
る
専
門
的
知

識
を
必
要
と
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た

こ
と
。

三

核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
の
管
理
に
関
す
る
業

務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
こ
と
。

第
三
章

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

る
規
制

（
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
は
、
原

子
炉
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所

（
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
船
舶
）
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子

炉
の
設
置
に
必
要
な
資
金
の
調
達
計
画
書
そ
の
他

主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
申
請
し
な

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
四
条
―
一
一
条
〕

三



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
原
子
炉
）

第
十
二
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
原
子
炉
は
、
当
分
の
間
、
発

電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
又
は
船
舶
に
設
置
す
る

原
子
炉
と
し
て
昭
和
五
十
四
年
一
月
三
日
ま
で
に

原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の

又
は
原
子
力
基
本
法
及
び
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発

事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
動
力
炉
・

核
燃
料
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

七
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動

力
炉
開
発
業
務
に
関
す
る
基
本
計
画
に
お
い
て
そ

の
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
型
式
と
同
型

式
の
原
子
炉
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
型

原
子
炉
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
発
電
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

一

高
速
増
殖
炉
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力

研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五

十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
高
速
増

殖
炉
を
い
う
。）

二

重
水
減
速
沸
騰
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速

材
と
し
て
重
水
を
、
冷
却
材
と
し
て
沸
騰
軽
水

を
そ
れ
ぞ
れ
使
用
す
る
原
子
炉
を
い
う
。）

２

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
原
子
炉
は
、
当
分
の
間
、
特
定
型
原

子
炉
の
う
ち
、
船
舶
に
設
置
す
る
軽
水
減
速
加
圧

軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速
材
及
び
冷
却
材
と
し

て
加
圧
軽
水
を
使
用
す
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
蒸
気

発
生
器
が
構
造
上
原
子
炉
圧
力
容
器
の
外
部
に
あ

る
も
の
を
い
う
。）
と
す
る
。

３

特
定
型
原
子
炉
以
外
の
原
子
炉
（
発
電
の
用
に

供
し
、
又
は
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
置
に
関
し
そ
の
具
体
的
な

内
容
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
に
お
い
て
、
当
該

原
子
炉
が
法
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

原
子
炉
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
、
文

部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大

臣
は
、
速
や
か
に
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
原
子
炉
に
係
る
許
可

の
申
請
）

第
十
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可

は
、
本
邦
の
水
域
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
船

舶
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子

炉
施
設
に
関
し
そ
の
安
全
性
を
説
明
す
る
書
類
そ

の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
子
炉
の
設
置
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
四
条

原
子
炉
設
置
者
（
法
第
三
十
九
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
原
子
炉
設
置
者
と
み
な
さ
れ
る

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
は
、
法
第
二
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名

称
、
変
更
に
係
る
工
事
を
行
う
造
船
事
業
者
の

工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

変
更
に
係
る
工
事
を
行
う
際
の
船
舶
の
所
在

地
）

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
原
子
炉
に
係
る
変
更

の
許
可
の
申
請
）

第
十
五
条

外
国
原
子
力
船
運
航
者
は
、
法
第
二
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
船
舶
の
名
称
並
び
に
本
邦
内
に

お
い
て
変
更
に
係
る
工
事
を
行
う
と
き
は
、
そ

の
工
事
を
行
う
造
船
事
業
者
の
工
場
又
は
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
工
事
を
行

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
一
二
条
―
一
五
条
〕

追

補

四



う
際
の
船
舶
の
所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

本
邦
内
に
お
い
て
工
事
を
行
う
と
き
は
、
そ

の
工
事
計
画

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
原
子
炉
施
設
）

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原

子
炉
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
原
子

炉
本
体
、核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
、貯
蔵
施
設
、

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、

廃
棄
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
、
原
子
炉
格
納
施

設
及
び
非
常
用
電
源
設
備
そ
の
他
の
原
子
炉
の
附

属
施
設
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
運
転
計
画
の
届
出
を
要
し
な
い
原
子
炉
）

第
十
七
条

法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
原
子
炉
は
、
臨
界
実
験
装
置
（
炉
心
構
造
を
容

易
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
原
子
炉
で
あ
つ

て
、
核
燃
料
物
質
の
臨
界
量
等
当
該
原
子
炉
の
核

特
性
を
測
定
す
る
用
に
専
ら
供
す
る
も
の
を
い

う
。
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。）
と
す
る
。

（
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
係
る
防
護
措
置
が
必

要
な
場
合
）

第
十
八
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
場
合
は
、
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
防

護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と
す

る
。

（
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
等
）

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

原
子
炉
又
は
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設

（
原
子
力
船
を
含
む
。）
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

譲
受
け
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

三

使
用
の
目
的

四

原
子
炉
の
型
式
、
熱
出
力
及
び
基
数

五

原
子
炉
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地
（
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置

し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名

称
）

六

原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

七

原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
核
燃
料
物

質
の
種
類
及
び
そ
の
年
間
予
定
使
用
量

八

使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法

２

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力

船
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
舶

の
名
称
及
び
前
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
原
子

力
船
を
譲
り
受
け
た
者
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第

六
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
法
第
二

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
一
項
第
一
号
又

は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
認
定
）

第
二
十
条

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
二
号
中

「
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
」
と
あ
る
の
は
「
原
子

炉
の
構
造
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
核
燃
料
物
質

の
取
扱
い
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
炉
の
運
転
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

貯
蔵
、
再
処
理
及
び
廃
棄
の
事
業

に
関
す
る
規
制

（
貯
蔵
能
力
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
貯
蔵
能
力
は
、
ウ
ラ
ン
及
び
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
の
照
射
さ
れ
る
前
の
量
の
合
計
が
一
ト
ン
で

あ
る
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

（
貯
蔵
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
許
可

は
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
を
行
お
う
と
す

る
事
業
所
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業

計
画
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
一
六
条
―
二
二
条
〕

五



添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貯
蔵
事
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
法
第

四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

設
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規

定
す
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
使
用
済
燃
料
（
法
第
四
十
三
条
の

四
第
一
項
の
使
用
済
燃
料
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。）
の
受
入
れ
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備

本
体
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
廃
棄
施
設
及
び
放

射
線
管
理
施
設
並
び
に
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の

附
属
施
設
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
貯
蔵
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
二
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
使
用
済
燃
料
貯

蔵
施
設
に
お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を

取
り
扱
う
場
合
と
す
る
。

（
再
処
理
事
業
の
指
定
の
申
請
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
は
、

再
処
理
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業

所
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業

計
画
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を

添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
処
理
事
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
七
条

再
処
理
事
業
者
は
、
法
第
四
十
四
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
再
処
理
施
設
）

第
二
十
八
条

法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
再
処
理
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施

設
、
再
処
理
設
備
本
体
、
製
品
貯
蔵
施
設
、
計
測

制
御
系
統
施
設
、
廃
棄
施
設
並
び
に
放
射
線
管
理

施
設
並
び
に
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設
で
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
再
処
理
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
二
十
九
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
再
処
理
施
設
に
お
い
て

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と

す
る
。

（
廃
棄
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可

は
、
廃
棄
物
埋
設
又
は
廃
棄
物
管
理
の
事
業
を
行

お
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業

計
画
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を

添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
埋
設
）

第
三
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

の
政
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質

に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、
次
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物

質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
微
量
の
核
燃
料
物

質
が
混
入
し
、又
は
付
着
し
て
い
る
物
を
含
む
。）

で
あ
つ
て
、
そ
の
埋
設
を
行
う
時
以
後
に
お
い

て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い

て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
二
三
条
―
三
一
条
〕

追

補

六



一

原
子
炉
施
設

を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
生
じ

た
廃
棄
さ
れ
る

物
で
次
に
掲
げ

る
も
の

イ

容
器
に
固

型
化
し
た
も

の
（
次
号
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。）

ロ

金
属
製
の

も
の
（
容
器

に
固
型
化
す

る
こ
と
が
困

難
な
も
の
に

限
る
。）で
開

口
部
の
密
閉

そ
の
他
の
処

理
を
し
た
も

の

炭
素
十
四

三
十
七
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

コ
バ
ル
ト
六

十

十
一
・
一
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ニ
ッ
ケ
ル
六

十
三

一
・
一
一
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ス
ト
ロ
ン
チ

ウ
ム
九
十

七
十
四
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

セ
シ
ウ
ム
百

三
十
七

一
・
一
一
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ア
ル
フ
ァ
線

を
放
出
す
る

放
射
性
物
質

一
・
一
一
ギ

ガ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

二

原
子
炉
施
設

を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
生
じ

た
廃
棄
さ
れ
る

物
で
容
器
に
固

型
化
し
た
も
の

の
う
ち
コ
ン
ク

リ
ー
ト
及
び
鉄

筋
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
コ

炭
素
十
四

三
十
七
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

カ
ル
シ
ウ
ム

四
十
一

三
・
一
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

コ
バ
ル
ト
六

十

十
一
・
一
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ニ
ッ
ケ
ル
六

十
三

一
・
一
一
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

ン
ク
リ
ー
ト

等
」
と
い
う
。）

を
含
む
も
の

（
核
燃
料
物
質

が
照
射
さ
れ
た

こ
と
に
伴
つ
て

発
生
し
た
中
性

子
線
の
作
用
に

よ
り
当
該
コ
ン

ク
リ
ー
ト
等
に

お
い
て
生
成
し

た
放
射
性
物
質

を
含
む
も
の
に

限
る
。）

毎
ト
ン

ス
ト
ロ
ン
チ

ウ
ム
九
十

七
十
四
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

セ
シ
ウ
ム
百

三
十
七

一
・
一
一
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ア
ル
フ
ァ
線

を
放
出
す
る

放
射
性
物
質

一
・
一
一
ギ

ガ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

三

原
子
炉
施
設

を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
生
じ

た
廃
棄
さ
れ
る

固
体
状
の
物
で

容
器
に
固
型
化

し
て
い
な
い
も

の
（
第
一
号
ロ

及
び
次
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。）

ト
リ
チ
ウ
ム

三
・
〇
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

炭
素
十
四

百
十
メ
ガ
ベ

ク
レ
ル
毎
ト

ン

コ
バ
ル
ト
六

十

八
・
一
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

ニ
ッ
ケ
ル
六

十
三

七
・
二
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

ス
ト
ロ
ン
チ

ウ
ム
九
十

四
・
七
メ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

セ
シ
ウ
ム
百

三
十
七

百
メ
ガ
ベ
ク

レ
ル
毎
ト
ン

ア
ル
フ
ァ
線
十
七
メ
ガ
ベ

を
放
出
す
る

放
射
性
物
質

ク
レ
ル
毎
ト

ン

四

原
子
炉
施
設

を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
生
じ

た
廃
棄
さ
れ
る

コ
ン
ク
リ
ー
ト

等
で
容
器
に
固

型
化
し
て
い
な

い
も
の
（
核
燃

料
物
質
が
照
射

さ
れ
た
こ
と
に

伴
つ
て
発
生
し

た
中
性
子
線
の

作
用
に
よ
り
当

該
コ
ン
ク
リ
ー

ト
等
に
お
い
て

生
成
し
た
放
射

性
物
質
を
含
む

も
の
に
限
る
。）

ト
リ
チ
ウ
ム

三
・
〇
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

炭
素
十
四

百
十
メ
ガ
ベ

ク
レ
ル
毎
ト

ン

カ
ル
シ
ウ
ム

四
十
一

百
五
十
メ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

コ
バ
ル
ト
六

十

八
・
一
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

ニ
ッ
ケ
ル
六

十
三

七
・
二
ギ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

ス
ト
ロ
ン
チ

ウ
ム
九
十

四
・
七
メ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎

ト
ン

セ
シ
ウ
ム
百

三
十
七

百
メ
ガ
ベ
ク

レ
ル
毎
ト
ン

ユ
ウ
ロ
ピ
ウ

ム
百
五
十
二

三
百
六
十
メ

ガ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ア
ル
フ
ァ
線

を
放
出
す
る

放
射
性
物
質

十
七
メ
ガ
ベ

ク
レ
ル
毎
ト

ン

２

通
常
人
の
利
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
か

つ
、
放
射
性
物
質
が
地
表
付
近
ま
で
浸
出
し
た
と

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
三
一
条
〕

七



し
て
も
そ
の
過
程
に
お
い
て
放
射
能
が
十
分
に
減

衰
す
る
地
下
の
深
さ
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
深
さ
に
設
置
さ
れ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
埋

設
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一

項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
又
は
核

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ

れ
た
物
（
微
量
の
核
燃
料
物
質
が
混
入
し
、
又
は

付
着
し
て
い
る
物
を
含
む
。）
で
あ
つ
て
、
そ
の

埋
設
を
行
う
時
以
後
に
お
い
て
、
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

原
子
炉
施
設
を
設

置
し
た
工
場
又
は

事
業
所
に
お
い
て

生
じ
た
廃
棄
さ
れ

る
物
で
次
に
掲
げ

る
も
の

一

容
器
に
固
型

化
し
た
も
の

二

前
号
に
掲
げ

る
も
の
の
ほ

か
、
固
体
状
の

も
の

炭
素
十
四

五
百
二
十
テ

ラ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

塩
素
三
十
六

百
ギ
ガ
ベ
ク

レ
ル
毎
ト
ン

テ
ク
ネ
チ
ウ

ム
九
十
九

八
百
二
十
ギ

ガ
ベ
ク
レ
ル

毎
ト
ン

ネ
プ
ツ
ニ
ウ

ム
二
百
三
十

七

十
三
ギ
ガ
ベ

ク
レ
ル
毎
ト

ン

（
廃
棄
物
管
理
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
管
理
又
は
処
理
で
あ
つ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
が
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お

い
て
行
う
も
の
及
び
船
舶
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も

の
を
除
く
。）
と
す
る
。

一

固
体
状
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
管
理
で
あ
つ
て
放
射

線
に
よ
る
障
害
の
防
止
を
目
的
と
し
た
も
の

二

液
体
状
又
は
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
又
は
核

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
処
理
で

あ
つ
て
、
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
、
容
器
に
固

型
化
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
こ
れ

ら
を
管
理
又
は
最
終
的
な
処
分
に
適
し
た
性
状

に
す
る
も
の

（
廃
棄
事
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
三
条

廃
棄
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
三
・
七
テ
ラ
ベ

ク
レ
ル
以
上
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
施
設
と
す

る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施

設
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
廃
棄
物
受
入
れ
施
設
、
廃
棄
物
管
理

設
備
本
体
、
計
測
制
御
系
統
施
設
及
び
放
射
線
管

理
施
設
並
び
に
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設
で

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
棄
物
管
理
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場

合
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
棄
物
管
理
施

設
に
お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り

扱
う
場
合
と
す
る
。

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
廃
棄
物
埋
設
地
又
は
廃
棄
物
埋
設
地
を

含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
の
譲
受
け
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

譲
受
け
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
三
二
条
―
三
七
条
〕

追
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三

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
て
い
る
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

四

廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
性
状
及
び
量

五

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

並
び
に
廃
棄
の
方
法

六

放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
た
廃
棄
物
埋
設
に
つ

い
て
の
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
の
変
更

予
定
時
期

第
五
章

核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
及
び

国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す

る
規
制

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
八
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
は
、

核
燃
料
物
質
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事

業
所
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
核
燃

料
物
質
の
使
用
に
必
要
な
技
術
的
能
力
に
関
す
る

説
明
書
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
を

添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
許
可
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
の
種
類
及

び
数
量
）

第
三
十
九
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
政

令
で
定
め
る
種
類
及
び
数
量
の
核
燃
料
物
質
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
及
び
当
該
種
類
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の

核
燃
料
物
質
と
す
る
。

一

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン

二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天

然
の
混
合
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン

及
び
そ
の
化
合
物

二

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン

二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天

然
の
混
合
率
に
達
し
な
い
ウ

ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

三

前
二
号
の
物
質
の
一
又
は

二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子

炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使

用
で
き
る
も
の

四

ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合

物
五

前
号
の
物
質
の
一
又
は
二

以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉

に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用

で
き
る
も
の

ウ
ラ
ン
の
量

三
百
グ
ラ
ム

以
下

ウ
ラ
ン
の
量

三
百
グ
ラ
ム

以
下

ウ
ラ
ン
の
量

三
百
グ
ラ
ム

以
下

ト
リ
ウ
ム
の

量
九
百
グ
ラ

ム
以
下

ト
リ
ウ
ム
の

量
九
百
グ
ラ

ム
以
下

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申

請
）

第
四
十
条

使
用
者
は
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

使
用
の
場
所

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

（
施
設
検
査
等
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

五
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
核
燃
料
物
質
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

核
燃
料
物
質
と
す
る
。

一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で

あ
つ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
一
グ
ラ
ム
以

上
の
も
の
。
た
だ
し
、
密
封
さ
れ
た
も
の
に
あ

つ
て
は
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
四
百
五
十
グ

ラ
ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。

二

三
・
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
使
用
済
燃
料

三

ウ
ラ
ン
二
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で

あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
二
三
三
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

以
上
の
も
の

四

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

で
あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
量
が
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
量
以
上
の
も
の
。
た
だ
し
、
同
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
ウ
ラ
ン
の
い
ず
れ
も
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
量

の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
に
対
す
る
割
合
の

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
三
八
条
―
四
一
条
〕

九



和
が
一
以
上
で
あ
る
も
の
を
含
む
。

一

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ

ン
二
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
二

三
八
に
対
す
る
比
率
が
天

然
の
比
率
を
超
え
百
分
の

五
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン

千
二
百
グ
ラ
ム

二

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ

ン
二
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
二

三
八
に
対
す
る
比
率
が
百

分
の
五
以
上
の
ウ
ラ
ン

七
百
グ
ラ
ム

五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
六
ふ
つ
化

ウ
ラ
ン
で
あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
の
量
が
一
ト
ン
以

上
の
も
の

六

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ウ
ラ
ン
及

び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又

は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
の

量
が
三
ト
ン
以
上
の
も
の
（
液
体
状
の
も
の
に

限
る
。）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な

場
合
）

第
四
十
二
条

法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
使
用
施
設
等
（
使
用
施

設
、
貯
蔵
施
設
及
び
廃
棄
施
設
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
に
お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を

取
り
扱
う
場
合
と
す
る
。

（
核
原
料
物
質
の
使
用
の
届
出
）

第
四
十
三
条

法
第
五
十
七
条
の
八
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
工
場
又
は
事
業
所

ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
届
出
を
要
し
な
い
核
原
料
物
質
の
放
射
能

濃
度
等
の
限
度
）

第
四
十
四
条

法
第
五
十
七
条
の
八
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
限
度
は
、
放
射
能
濃

度
に
つ
い
て
は
、七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム（
固

体
状
の
核
原
料
物
質
に
あ
つ
て
は
、
三
百
七
十
ベ

ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
）
と
し
、
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ

ム
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
ウ
ラ
ン
の
量
に
三
を
乗

じ
て
得
ら
れ
る
数
量
及
び
ト
リ
ウ
ム
の
量
を
合
計

し
た
数
量
で
九
百
グ
ラ
ム
と
す
る
。

（
核
原
料
物
質
の
使
用
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
四
十
五
条

核
原
料
物
質
使
用
者
は
、
法
第
五
十

七
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

使
用
の
場
所

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

（
廃
棄
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
四
十
六
条

法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃

料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
こ
れ
ら
の
廃

棄
施
設
に
廃
棄
す
る
場
合
（
核
燃
料
物
質
又
は
核

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
廃
棄
し
よ

う
と
す
る
も
の
を
輸
入
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工

事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
再
処
理
事
業
者
又
は

使
用
者
が
こ
れ
を
廃
棄
す
る
場
合
を
除
く
。）
及

び
法
第
六
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
し
て

こ
れ
ら
の
海
洋
投
棄
を
す
る
場
合
以
外
の
場
合
と

す
る
。

（
運
搬
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の

措
置
が
必
要
な
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
四
十
七
条

法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料
物
質
は
、
防
護
対
象

特
定
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
四
十
八
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質

又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

搬
す
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
五
十

九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ

り
保
安
の
た

め
の
措
置
が

必
要
な
場
合

イ

放
射
線
障
害
防
止
の
た

め
の
措
置
が
特
に
必
要
な

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ

た
物
で
あ
つ
て
、
主
務
省

令
（
国
土
交
通
大
臣
の
確

認
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
国
土
交
通
省
令
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
四
二
条
―
四
八
条
〕

追

補

一
〇



ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
で
定

め
る
も
の

ロ

臨
界
防
止
の
た
め
の
措

置
が
特
に
必
要
な
核
燃
料

物
質
で
あ
つ
て
、
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

二

法
第
五
十

九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ

り
保
安
及
び

特
定
核
燃
料

物
質
の
防
護

の
た
め
の
措

置
が
必
要
な

場
合

イ

照
射
さ
れ
て
い
な
い
次

に
掲
げ
る
物
質

�

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び

そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

二
以
上
を
含
む
物
質
で

あ
つ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
の
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
上
の
も
の

�

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ

ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ
ラ

ン
二
三
八
に
対
す
る
比

率
が
百
分
の
二
十
以
上

の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

の
物
質
の
一
又
は
二
以

上
を
含
む
物
質
で
あ
つ

て
、
ウ
ラ
ン
二
三
五
の

量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
の
も
の

�

ウ
ラ
ン
二
三
三
及
び

そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

二
以
上
を
含
む
物
質
で

あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
二
三

三
の
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
上
の
も
の

ロ

照
射
さ
れ
た
イ
に
掲
げ

る
物
質
で
あ
つ
て
、
そ
の

表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量

率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下

の
も
の

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場

合
）

第
四
十
九
条

法
第
五
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質

又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

搬
す
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
五
十

九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ

り
保
安
の
た

め
の
措
置
が

必
要
な
場
合

イ

放
射
線
障
害
防
止
の
た

め
の
措
置
が
特
に
必
要
な

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ

た
物
で
あ
つ
て
、
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の

ロ

臨
界
防
止
の
た
め
の
措

置
が
特
に
必
要
な
核
燃
料

物
質
で
あ
つ
て
、
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の

二

法
第
五
十

九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ

り
保
安
及
び

特
定
核
燃
料

物
質
の
防
護

の
た
め
の
措

置
が
必
要
な

場
合

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

（
不
要
と
な
つ
た
運
搬
証
明
書
の
返
納
）

第
五
十
条

運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
運
搬
証
明
書
（
第
三

号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し

た
運
搬
証
明
書
）
を
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
公

安
委
員
会
に
返
納
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

運
搬
を
終
了
し
た
と
き
。

二

運
搬
を
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

三

運
搬
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
喪
失
し
、
又
は
盗
取
さ
れ
た
運
搬
証
明

書
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
き
。

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
間
の
連
絡
）

第
五
十
一
条

運
搬
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
関
係
都
道
府
県
公
安

委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
公
安
委

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
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質
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令
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員
会
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と

る
も
の
と
す
る
。

一

出
発
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
発
地
公
安
委
員

会
」
と
い
う
。）
以
外
の
関
係
公
安
委
員
会
に

あ
つ
て
は
、
出
発
地
公
安
委
員
会
を
通
じ
て
、

法
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

受
理
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
及
び
同
条
第
六
項

の
指
示
を
行
う
こ
と
。

二

法
第
五
十
九
条
第
六
項
の
指
示
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
指
示
の
内

容
を
他
の
関
係
公
安
委
員
会
に
通
知
す
る
こ

と
。

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
運
搬

に
つ
い
て
、
災
害
を
防
止
し
、
及
び
特
定
核
燃

料
物
質
を
防
護
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た

め
、
他
の
関
係
公
安
委
員
会
と
緊
密
な
連
絡
を

保
つ
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
が
二
以

上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
関
係
公
安
委
員
会
は
、
一
の
関
係
公
安
委
員

会
を
通
じ
て
、
法
第
五
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
及

び
前
条
の
規
定
に
よ
る
返
納
の
受
理
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

他
の
関
係
公
安
委
員
会
は
、
当
該
一
の
関
係
公
安

委
員
会
を
通
じ
て
、
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
又
は

再
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締

結
等
が
必
要
な
場
合
）

第
五
十
二
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
運
搬
さ
れ
る
場
合

と
す
る
。

一

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

二

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
ウ
ラ

ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率
で
あ

る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子

炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
で

あ
つ
て
、
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
も
の
（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。）

（
受
託
貯
蔵
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
特
定
核
燃

料
物
質
）

第
五
十
三
条

法
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料
物
質
は
、
防
護
対
象
特

定
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

（
法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法

令
）

第
五
十
四
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
法
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四

号
）

二

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律

三

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

四

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）

五

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

九
十
七
号
）

六

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六

号
）

七

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

八

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
八
号
）

九

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

十

海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
六
十
号
）

十
一

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）

十
二

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）

十
三

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八

十
一
号
）

十
四

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

五
十
三
号
）

十
五

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
五
二
条
―
五
四
条
〕
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法
律
第
百
十
二
号
）

十
六

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令

第
三
百
七
十
八
号
）

十
七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

十
八

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百

八
号
）

十
九

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）

（
国
際
規
制
物
資
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
五
十
五
条

法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可

は
、
国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
工
場

又
は
事
業
所
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
特
定
活
動
の
届
出
）

第
五
十
六
条

法
第
六
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
国
際
特
定
活
動
を
行
う
工

場
又
は
事
業
所
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
処
理
業
務
の
委
託
）

第
五
十
七
条

法
第
六
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り

文
部
科
学
大
臣
が
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
処
理
業
務
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
情
報
（
次
号
に
お
い
て
「
国
際

規
制
物
資
情
報
」
と
い
う
。）
の
整
理

イ

国
際
規
制
物
資
の
在
庫
量
の
確
認
の
実
施

及
び
受
払
い
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
情
報

ロ

国
際
規
制
物
資
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の

状
況
に
関
す
る
情
報

ハ

国
際
原
子
力
機
関
が
行
う
封
印
の
検
認
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
国
際
規
制
物
資
の
移
動

の
監
視
、
記
録
の
確
認
及
び
国
際
規
制
物
資

の
計
量
の
結
果
に
関
す
る
情
報

二

国
際
規
制
物
資
情
報
に
関
す
る
解
析

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
解
析
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
第
三
号
の
政
令
で

定
め
る
業
務
）

第
五
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
第
三

号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

保
障
措
置
協
定
又
は
追
加
議
定
書
に
基
づ
く

保
障
措
置
の
適
切
な
実
施
の
た
め
必
要
な
技
術

的
検
査
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

二

法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
提
出
を
さ
せ
、
若
し
く
は
法
第
六

十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
す
る
試
料

又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
す
る
試

料
（
保
障
措
置
協
定
又
は
追
加
議
定
書
に
基
づ

く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
収
去
す
る
も
の

に
限
る
。）
の
試
験
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行

う
こ
と
。

三

法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
第
四
号
又

は
法
第
六
十
八
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
す
る
封
印
又
は
取
り
付
け
る

装
置
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

国
際
規
制
物
資
の
適
正
な
計
量
に
必
要
な
技

術
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
及
び
そ
の
成

果
を
普
及
す
る
こ
と
。

第
六
章

雑
則

（
報
告
）

第
五
十
九
条

法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
文
部
科
学
大
臣
が
国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て

い
る
者
（
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
て
い
る
使
用

済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
及
び
国
際
規
制
物
資
を
廃
棄

し
て
い
る
廃
棄
事
業
者
を
含
む
。）
そ
の
他
の
者

に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

国
際
原
子
力
機
関
か
ら
の
要
請
に
係
る
事
項

二

追
加
議
定
書
第
四
条
ｄ
に
規
定
す
る
疑
義
又

は
問
題
に
係
る
事
項

三

ウ
ラ
ン
鉱
山
（
ウ
ラ
ン
鉱
の
探
鉱
、
採
鉱
又

は
選
鉱
を
行
う
事
業
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。）
の
所
在
地
並
び
に
当
該
ウ

ラ
ン
鉱
山
に
お
け
る
ウ
ラ
ン
鉱
の
探
鉱
、
採
鉱

又
は
選
鉱
の
実
施
の
状
況
並
び
に
ウ
ラ
ン
鉱
の

年
間
の
生
産
数
量
及
び
生
産
能
力

（
原
子
力
施
設
検
査
官
、
原
子
力
保
安
検
査
官
及
び

核
物
質
防
護
検
査
官
の
定
数
及
び
資
格
）

第
六
十
条

文
部
科
学
省
の
原
子
力
施
設
検
査
官
の

定
数
は
十
九
人
と
し
、
経
済
産
業
省
の
原
子
力
施

設
検
査
官
の
定
数
は
五
十
七
人
と
す
る
。

２

文
部
科
学
省
の
原
子
力
保
安
検
査
官
の
定
数
は

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
五
五
条
―
六
〇
条
〕

一
三



五
十
九
人
と
し
、
経
済
産
業
省
の
原
子
力
保
安
検

査
官
の
定
数
は
百
六
十
三
人
と
す
る
。

３

文
部
科
学
省
の
核
物
質
防
護
検
査
官
の
定
数
は

十
五
人
と
し
、
経
済
産
業
省
の
核
物
質
防
護
検
査

官
の
定
数
は
二
十
五
人
と
す
る
。

４

文
部
科
学
省
の
原
子
力
施
設
検
査
官
は
原
子
炉

施
設
又
は
使
用
施
設
等
の
構
造
、
性
能
及
び
保
安

に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
の
原
子
力
施
設
検
査
官

は
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵

施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
の
構

造
、
性
能
及
び
保
安
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当

の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

文
部
科
学
省
の
原
子
力
保
安
検
査
官
は
原
子
炉

設
置
者
又
は
使
用
者
が
講
ず
べ
き
保
安
の
た
め
に

必
要
な
措
置
（
保
安
教
育
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）
並
び
に
原
子
炉
施
設
又
は
使

用
施
設
等
の
構
造
及
び
性
能
に
つ
い
て
、
経
済
産

業
省
の
原
子
力
保
安
検
査
官
は
製
錬
事
業
者
、
加

工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵

事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
又
は
廃
棄
事
業
者
が
講

ず
べ
き
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
並
び
に
製
錬

施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

は
廃
棄
物
管
理
施
設
の
構
造
及
び
性
能
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

文
部
科
学
省
の
核
物
質
防
護
検
査
官
は
原
子
炉

設
置
者
又
は
使
用
者
が
講
ず
べ
き
特
定
核
燃
料
物

質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
経

済
産
業
省
の
核
物
質
防
護
検
査
官
は
製
錬
事
業

者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃

料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
又
は
廃
棄
事
業

者
が
講
ず
べ
き
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
知

識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
外
務
省
職
員
の
立
会
い
を
要
す
る
立
入
検
査
等
）

第
六
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
十
三
項
の
政
令
で

定
め
る
場
合
は
、
国
際
原
子
力
機
関
の
指
定
す
る

者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当
該
立
入
検
査
の

際
に
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
封
印
又
は
装

置
の
取
付
け
を
す
る
場
合
を
含
む
。）
と
す
る
。

一

追
加
議
定
書
第
四
条
ａ
（�）
に
規
定
す
る
ア
ク

セ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
同
条
ｂ
（�）
の
規

定
に
よ
る
通
告
が
あ
つ
た
日
に
行
わ
れ
る
も
の

を
除
く
。）

二

追
加
議
定
書
第
四
条
ａ
（�）
に
規
定
す
る
ア
ク

セ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

三

追
加
議
定
書
第
四
条
ａ
（�）
に
規
定
す
る
ア
ク

セ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
立
入
検
査

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
所
に
対
す
る
も
の

に
限
る
。）

（
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
け
る
通
報
等
）

第
六
十
二
条

法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
政
令
で
定

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
原

子
炉
で
あ
つ
て
発
電
の
用
に
供
す
る
も
の
に
係

る
原
子
炉
設
置
者
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
二

項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理

二

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号

に
掲
げ
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
船
舶
に
設
置
す
る

も
の
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
に
よ
る
法
第
二
十

六
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
の
受
理

三

実
用
発
電
用
原
子
炉
若
し
く
は
法
第
二
十
三

条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
係
る
原

子
炉
設
置
者
又
は
実
用
舶
用
原
子
炉
に
係
る
原

子
炉
設
置
者
若
し
く
は
外
国
原
子
力
船
運
航
者

に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条

の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
の
受
理

四

法
第
六
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十

六
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三

条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
五
第
二

項
、
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
、
第
四
十
六
条

の
六
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項
又
は

第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理

五

法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
（
法
第
二
十
二
条

の
八
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三

項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
及
び
第
五
十
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
一
条
・
六
二
条
〕

追

補

一
四



の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
又
は
第
十
二
条
の
七
第
九
項
（
法
第

二
十
二
条
の
九
第
五
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十

八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
十

一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
確
認

六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第

四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
確

認
（
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
行

う
も
の
に
限
る
。）

七

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

確
認

八

法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
発
電
の
用
に
供

す
る
も
の
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
に
つ
き
、
法
第

二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
届
出

の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
又
は
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第

二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る

原
子
炉
で
あ
つ
て
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
に
係
る

原
子
炉
設
置
者
に
つ
き
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項

又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
届
出
の
写
し
を
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
実
用

発
電
用
原
子
炉
若
し
く
は
法
第
二
十
三
条
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者

又
は
実
用
舶
用
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
若

し
く
は
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
き
、
法
第
二

十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
又
は

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
対

し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
届
出
の
写
し
を
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
二
項
、
第
九

条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二

項
、
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の

十
五
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
、
第
四

十
六
条
の
六
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項

又
は
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学

大
臣
に
対
し
、
そ
の
届
出
の
写
し
を
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項

（
法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の

二
十
七
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
及
び
第

五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
又
は
第
十
二
条
の
七
第
九
項
（
法

第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十

八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
十
一

条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第

四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の

三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
国
土
交
通
大
臣
（
当
該
確
認
に
係
る
運
搬
が

輸
出
又
は
輸
入
を
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
）
に

対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

９

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業

大
臣
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１０

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学

大
臣
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１１

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
二
条
〕

一
五



大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
）

第
六
十
三
条

法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交

通
大
臣
が
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
又
は

同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五

号
に
掲
げ
る
原
子
炉
（
船
舶

に
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
係
る
核
物
質
防
護

規
定
に
つ
い
て
法
第
四
十
三

条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
す

る
場
合

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

二

原
子
炉
で
あ
つ
て
前
号
に

規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の

の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
又
は

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定

め
る
も
の
に
係
る
核
物
質
防

護
規
定
に
つ
い
て
法
第
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を

す
る
場
合

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

三

製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

処
理
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施

設
又
は
使
用
施
設
等
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
製
錬
施

設
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち

文
部
科
学
大
臣
又
は
経
済
産

業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も

の
に
係
る
核
物
質
防
護
規
定

に
つ
い
て
法
第
七
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ

り
認
可
を
す
る
場
合

上
保
安
庁
長

官

四

原
子
炉
又
は
製
錬
施
設
等

で
あ
つ
て
前
三
号
に
規
定
す

る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る

核
物
質
防
護
規
定
に
つ
い
て

法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
規
定
に
よ
り
認
可
を

す
る
場
合

国
家
公
安
委

員
会

２

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
又
は

同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五

号
に
掲
げ
る
原
子
炉
（
船
舶

に
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
係
る
原
子
炉
設
置

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

者
に
つ
い
て
の
法
第
七
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
定

の
運
用
に
関
す
る
意
見

二

原
子
炉
で
あ
つ
て
前
号
に

規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の

の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
又
は

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定

め
る
も
の
に
係
る
原
子
炉
設

置
者
に
つ
い
て
の
法
第
七
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規

定
の
運
用
に
関
す
る
意
見

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

三

製
錬
施
設
等
の
う
ち
文
部

科
学
大
臣
又
は
経
済
産
業
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に

係
る
製
錬
事
業
者
、
加
工
事

業
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事

業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃

棄
物
管
理
事
業
者
又
は
使
用

者
に
つ
い
て
の
法
第
七
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
定

の
運
用
に
関
す
る
意
見

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

四

原
子
炉
又
は
製
錬
施
設
等

で
あ
つ
て
前
三
号
に
規
定
す

る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る

原
子
炉
設
置
者
、
製
錬
事
業

者
、
加
工
事
業
者
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理

国
家
公
安
委

員
会

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
三
条
〕

追

補
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六



事
業
者
、
廃
棄
物
管
理
事
業

者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
の

法
第
七
十
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
規
定
の
運
用
に
関
す

る
意
見

五

外
国
原
子
力
船
運
航
者
に

つ
い
て
の
法
第
三
十
五
条
第

二
項
の
規
定
の
運
用
に
関
す

る
意
見

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

六

そ
の
貯
蔵
に
用
い
る
施
設

が
文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
施
設
に
該

当
す
る
受
託
貯
蔵
者
に
つ
い

て
の
法
第
六
十
条
第
二
項
の

規
定
の
運
用
に
関
す
る
意
見

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

七

受
託
貯
蔵
者
で
あ
つ
て
前

号
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の

も
の
に
つ
い
て
の
法
第
六
十

条
第
二
項
の
規
定
の
運
用
に

関
す
る
意
見

国
家
公
安
委

員
会

第
六
十
四
条

法
第
七
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交

通
大
臣
が
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
又
は

同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五

号
に
掲
げ
る
原
子
炉
（
船
舶

に
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
係
る
原
子
炉
設
置

者
（
当
該
原
子
炉
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
者
及
び
当
該
原

子
炉
に
係
る
旧
原
子
炉
設
置

者
等
を
含
む
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。）
に
つ
い
て
法
第

七
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
規
定
に
よ
る
処
分
、
届
出

の
受
理
そ
の
他
の
行
為
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分

等
」）
と
い
う
。）
を
し
た
場

合

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

二

原
子
炉
で
あ
つ
て
前
号
に

規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の

の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
又
は

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定

め
る
も
の
に
係
る
原
子
炉
設

置
者
に
つ
い
て
法
第
七
十
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
定

に
よ
る
処
分
等
を
し
た
場
合

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

三

前
二
号
に
規
定
す
る
原
子

炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
か

ら
そ
の
設
置
し
た
原
子
炉
又

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

は
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し

て
の
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
法
第
三

十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
し

た
場
合

官

四

原
子
炉
で
あ
つ
て
第
一
号

若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す

る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る

原
子
炉
設
置
者
（
当
該
原
子

炉
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者

及
び
当
該
原
子
炉
に
係
る
旧

原
子
炉
設
置
者
等
を
含

む
。）
又
は
当
該
原
子
炉
に

係
る
原
子
炉
設
置
者
か
ら
そ

の
設
置
し
た
原
子
炉
若
し
く

は
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し

て
の
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
法
第
七

十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

規
定
に
よ
る
処
分
等
を
し
た

場
合

国
家
公
安
委

員
会

五

製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再

処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施

設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は

使
用
施
設
等
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
製
錬
施
設
等
」

と
い
う
。）
の
う
ち
文
部
科

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
四
条
〕

一
七



学
大
臣
若
し
く
は
経
済
産
業

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の

に
係
る
製
錬
事
業
者
、
加
工

事
業
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵

事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、

廃
棄
物
埋
設
事
業
者
、
廃
棄

物
管
理
事
業
者
又
は
使
用
者

（
製
錬
の
事
業
を
行
お
う
と

す
る
者
、
加
工
の
事
業
を
行

お
う
と
す
る
者
、
使
用
済
燃

料
の
貯
蔵
の
事
業
を
行
お
う

と
す
る
者
、
再
処
理
の
事
業

を
行
お
う
と
す
る
者
、
廃
棄

物
埋
設
若
し
く
は
廃
棄
物
管

理
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る

者
又
は
核
燃
料
物
質
を
使
用

し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。

第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
つ
い
て
法
第
七
十
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ

る
処
分
等
を
し
た
場
合

六

前
号
に
規
定
す
る
製
錬
施

設
等
に
係
る
旧
製
錬
事
業
者

等
、
旧
加
工
事
業
者
等
、
旧

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者

等
、
旧
再
処
理
事
業
者
等
、

旧
廃
棄
事
業
者
等
又
は
旧
使

用
者
等
に
つ
い
て
法
第
十
二

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

条
の
七
第
九
項
（
法
第
二
十

二
条
の
九
第
五
項
、
第
四
十

三
条
の
二
十
八
第
四
項
、
第

五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十

一
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び

第
五
十
七
条
の
七
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
確
認
を
し
た
場
合

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち

第
五
号
の
告
示
で
定
め
る
も

の
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
事
業

者
か
ら
そ
の
設
置
し
た
廃
棄

物
埋
設
地
又
は
廃
棄
物
埋
設

地
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施

設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る

者
に
つ
い
て
法
第
五
十
一
条

の
十
九
第
一
項
の
許
可
を
し

た
場
合

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

八

製
錬
施
設
等
で
あ
つ
て
第

五
号
に
規
定
す
る
も
の
以
外

の
も
の
に
係
る
製
錬
事
業

者
、
加
工
事
業
者
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理

事
業
者
、
廃
棄
物
埋
設
事
業

者
、
廃
棄
物
管
理
事
業
者
又

は
使
用
者
に
つ
い
て
法
第
七

十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

規
定
に
よ
る
処
分
等
を
し
た

国
家
公
安
委

員
会

場
合

九

前
号
に
規
定
す
る
製
錬
施

設
等
に
係
る
旧
製
錬
事
業
者

等
、
旧
加
工
事
業
者
等
、
旧

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者

等
、
旧
再
処
理
事
業
者
等
、

旧
廃
棄
事
業
者
等
又
は
旧
使

用
者
等
に
つ
い
て
法
第
十
二

条
の
七
第
九
項
（
法
第
二
十

二
条
の
九
第
五
項
、
第
四
十

三
条
の
二
十
八
第
四
項
、
第

五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十

一
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び

第
五
十
七
条
の
七
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
確
認
を
し
た
場
合

国
家
公
安
委

員
会

十

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち

第
五
号
の
告
示
で
定
め
る
も

の
以
外
の
も
の
に
係
る
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
か
ら
そ
の
設

置
し
た
廃
棄
物
埋
設
地
又
は

廃
棄
物
埋
設
地
を
含
む
一
体

と
し
て
の
施
設
を
譲
り
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
法

第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項

の
許
可
を
し
た
場
合

国
家
公
安
委

員
会

十
一

外
国
原
子
力
船
運
航
者
国
家
公
安
委

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
四
条
〕

追

補

一
八



（
外
国
原
子
力
船
を
本
邦
の

水
域
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と

す
る
者
を
含
む
。）
又
は
原

子
力
船
を
譲
り
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
つ
い
て
法
第
七
十

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規

定
に
よ
る
処
分
等
を
し
た
場

合

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

十
二

そ
の
使
用
し
、
又
は
使

用
し
よ
う
と
す
る
施
設
が
文

部
科
学
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
施
設
に
該
当
す
る
核
原
料

物
質
使
用
者
又
は
核
原
料
物

質
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
の

八
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た

場
合

国
家
公
安
委

員
会
及
び
海

上
保
安
庁
長

官

十
三

核
原
料
物
質
使
用
者
又

は
核
原
料
物
質
を
使
用
し
よ

う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
前
号

に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も

の
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条

の
八
第
一
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し

た
場
合

国
家
公
安
委

員
会

（
経
済
産
業
省
又
は
国
土
交
通
省
の
職
員
に
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
）

第
六
十
五
条

文
部
科
学
大
臣
が
法
第
七
十
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
障
措
置
検
査
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
経
済
産
業
省
又
は
国
土
交
通

省
の
職
員
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
七
十
号
）
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

電
気
工
作
物
検
査
官
又
は
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八

年
法
律
第
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
船
舶

検
査
官
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
七
十
四
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
省
又
は
国
土
交
通
省

の
職
員
に
保
障
措
置
検
査
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
当
該
職
員
及
び
当
該
事
務
の
範
囲
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土

交
通
大
臣
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
部
科
学
大
臣
が
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
省
又
は
国
土
交
通
省
の

職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

検
査
の
事
務
の
う
ち
保
障
措
置
協
定
に
基
づ
く

保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
の
も
の
及
び
当
該
立

入
検
査
の
際
に
行
う
同
条
第
十
五
項
の
規
定
に

よ
る
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
の
事
務

二

法
第
六
十
八
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
国

際
原
子
力
機
関
の
指
定
す
る
者
が
行
う
立
入
検

査
（
追
加
議
定
書
第
四
条
ｂ
（
�
）
の
規
定
に

よ
る
通
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限

る
。）
と
同
時
に
行
う
同
条
第
一
項
及
び
第
四

項
の
立
入
検
査
の
事
務
並
び
に
当
該
立
入
検
査

の
際
に
行
う
同
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
封

印
又
は
装
置
の
取
付
け
の
事
務

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
文
部
科
学
大

臣
が
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

経
済
産
業
省
又
は
国
土
交
通
省
の
職
員
に
前
項
に

規
定
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
手
数
料
）

第
六
十
六
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
次
項
に
規
定
す
る
溶
接

検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
額
は
、
別
表
第

一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

四
十
三
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四

十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十

一
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
五
十

五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

と
す
る
。

３

法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立

行
政
法
人
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法

人
と
す
る
。

第
七
章

外
国
船
舶
に
係
る
担
保
金
等
の
提

供
に
よ
る
釈
放
等

（
取
締
官
）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
五
条
―
六
七
条
〕

追

補

一
九



第
六
十
七
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
者
は
、
警
察
官
及
び
海
上
保
安
官
と
す
る
。

（
担
保
金
の
額
に
関
す
る
基
準
）

第
六
十
八
条

法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
基
準
は
、

違
反
の
類
型
、
そ
の
罪
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
刑
、

違
反
の
程
度
、
違
反
の
回
数
等
を
考
慮
し
て
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
担
保
金
等
の
提
供
）

第
六
十
九
条

担
保
金
（
担
保
金
の
提
供
を
保
証
す

る
書
面
（
以
下
「
保
証
書
」
と
い
う
。）
に
記
載

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
提
供
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
保
証

書
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
提
供
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

担
保
金
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
告
知
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
十
日
以
内
（
取
締
官
が
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
て
当
該
告
知
が
あ
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
期
間
を
延
長
し
た
と

き
は
、
そ
の
期
間
内
）
に
、
同
項
に
規
定
す
る

違
反
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
事
件
に
係
る
船

舶
の
船
長
そ
の
他
主
務
大
臣
が
担
保
金
を
提
供

す
る
者
と
し
て
適
当
と
認
め
る
者
か
ら
、
本
邦

通
貨
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

二

保
証
書
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に

適
合
す
る
も
の
が
前
号
の
期
間
内
に
提
供
さ
れ

る
こ
と
。

イ

当
該
保
証
書
が
提
供
さ
れ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
本
邦
通
貨
で
担
保

金
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
当
該
保
証
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
担
保
金
が
確
実
に
提

供
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ

当
該
保
証
書
に
係
る
担
保
金
を
提
供
す
る

者
が
前
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
期
間
の
末
日
が

日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

に
規
定
す
る
休
日
又
は
一
月
二
日
、
同
月
三
日
若

し
く
は
十
二
月
三
十
一
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ

の
日
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

（
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
）

第
七
十
条

法
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
六
条

第
一
項
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第

一
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
警
察
官
に
係
る
事

件
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
海
上
保
安
官
に

係
る
事
件
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
大
臣
と
し
、
法

第
八
十
五
条
第
三
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
内

閣
総
理
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
と
す
る
。

２

法
第
八
十
八
条
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
内
閣

府
令
・
国
土
交
通
省
令
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
九
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
及
び
附
則
第
二

項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

昭
和
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
認
定
に
つ
い
て
は
、

第
十
条
第
二
号
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
」

と
、
同
条
第
三
号
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
三

月
」
と
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
七
年
一
一
月
二
日
政
令
第
三
三
三
号

抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
六
八
条
―
七
〇
条
・
附
則
〕

追

補

二
〇



別
表
第
一
（
第
六
十
六
条
関
係
）

番

号

手

数

料

を

納

付

す

べ

き

者

金

額

一

法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

七
百
八
十
六
万
五
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
（
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
同
法
第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
百
八
十
五
万
三
千
八
百

円
）

二

法
第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
十
四
万
三
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
六
十
三
万
千
七
百
円
）

三

法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
又
は
第
十
二
条
の
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
三
万
七
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
三
万
六
千
百
円
）

四

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
九
万
八
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
三
十
九
万
六
千
七
百
円
）

五

法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
六
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
六
万
八
百
円
）

六

法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

七
百
八
十
六
万
五
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
百
八
十
五
万
三
千
八
百
円
）

七

法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
十
四
万
三
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
六
十
三
万
千
七
百
円
）

八

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
二
万
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
三
十
一
万
円
）

九

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
十
七
万
四
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
百
十
七
万
千
七
百
円
）

十

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
百
三
十
四
万
九
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
一
〕

二
一



場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
三
十
四
万
六
千
五
百
円
）

十
一

法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
万
七
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
四
万
七
千
四
百
円
）

十
二

核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
三
千
五
十
円
）

十
三

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
三
万
七
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
三
万
六
千
百
円
）

十
四

法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
二
十
二

条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
九
万
八
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
三
十
九
万
六
千
七
百
円
）

十
五

法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
二
十
二

条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
六
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
六
万
八
百
円
）

十
六

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

臨
界
実
験
装
置
の
設
置
の
許
可

ロ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
原
子
炉
（
臨
界
実
験
装
置
を
除
く
。）
の
設
置
の
許

可
ハ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
子
炉
の
設
置
の
許
可

六
十
三
万
七
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
六
十
三
万
六
千
四
百
円
）

二
百
十
万
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
二
百
十
万
六
百
円
）

八
百
六
十
六
万
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
八
百
六
十
六
万
六
百
円
）

十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
百
二
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
五
百
二
万
千
八
百
円
）

十
八

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

臨
界
実
験
装
置
以
外
の
原
子
炉
の
熱
出
力
の
増
加
又
は
臨
界
実
験
装
置
以
外
の
原
子
炉

の
設
置
に
伴
う
基
数
の
増
加
に
係
る
変
更
の
許
可

ロ

そ
の
他
の
変
更
の
許
可

二
百
七
十
四
万
六
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
七
十
四
万
五
千
三
百
円
）

四
十
九
万
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
四
十
九
万
三
百
円
）

十
九

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

原
子
炉
の
熱
出
力
の
増
加
又
は
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
に
係
る
変
更
の
許
可

百
六
十
五
万
九
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
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ロ

そ
の
他
の
変
更
の
許
可

合
に
あ
つ
て
は
、
百
六
十
五
万
八
千
三
百
円
）

十
六
万
六
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
十
六
万
五
千
円
）

二
十

法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
六
万
四
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
十
六
万
二
千
七
百
円
）

二
十
一

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

臨
界
実
験
装
置
に
係
る
使
用
前
検
査

ロ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
原
子
炉
（
臨
界
実
験
装
置
を
除
く
。）
に
係
る
使
用

前
検
査

ハ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
子
炉
に
係
る
使
用
前
検
査

百
十
三
万
三
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
百
十
三
万
千
七
百
円
）

五
十
二
万
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
五
十
一
万
九
千
円
）

百
三
十
二
万
五
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
百
三
十
二
万
三
千
八
百
円
）

二
十
二

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

臨
界
実
験
装
置
に
係
る
施
設
定
期
検
査

ロ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
原
子
炉
（
臨
界
実
験
装
置
を
除
く
。）
に
係
る
施
設

定
期
検
査

ハ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
子
炉
に
係
る
施
設
定
期
検
査

二
十
五
万
四
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
万
三
千
二
百
円
）

四
十
六
万
八
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
四
十
六
万
六
千
八
百
円
）

百
二
十
一
万
八
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
二
十
一
万
七
千
三
百
円
）

二
十
三

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
三
万
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
二
十
三
万
二
百
円
）

二
十
四

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
百
二
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
五
百
二
万
千
八
百
円
）

二
十
五

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
炉
主
任
技
術
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
二
千
百
円

二
十
六

原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
三
千
百
円
）

二
十
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

九
十
万
九
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

追
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す
る
者

あ
つ
て
は
、
九
十
万
七
千
八
百
円
）

二
十
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
四

十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

三
十
二
万
四
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
三
十
二
万
三
千
四
百
円
）

二
十
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
四

十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

五
十
三
万
三
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
五
十
三
万
二
千
二
百
円
）

三
十

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
百
五
十
九
万
三
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
五
十
九
万
二
千
二
百
円
）

三
十
一

法
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

七
十
一
万
九
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
七
十
一
万
八
千
六
百
円
）

三
十
二

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
九
万
八
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
十
九
万
七
千
三
百
円
）

三
十
三

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
十
万
六
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
百
十
万
五
千
円
）

三
十
四

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
十
六
万
三
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
六
十
六
万
二
千
五
百
円
）

三
十
五

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

八
十
一
万
七
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
八
十
一
万
六
千
百
円
）

三
十
六

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
四

十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

二
十
七
万
四
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
二
千
七
百
円
）

三
十
七

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
四

十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

百
四
十
六
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
六
万
八
百
円
）

三
十
八

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千
三
百
二
十
二
万
八
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
三
百
二
十
一
万
六
千
七
百
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円
）

三
百
二
十
一
万
七
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
二
十
万
五
千
九
百
円
）

三
十
九

法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
十

法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
十
九
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
三
十
八
万
千
五
百
円
）

四
十
一

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
六
十
七
万
五
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
六
十
七
万
二
千
四
百
円
）

四
十
二

法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
百
二
十
一
万
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
六
百
二
十
万
七
千
九
百
円
）

四
十
三

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
百
六
十
八
万
六
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
六
十
八
万
五
千
三
百
円
）

四
十
四

法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
五
十
一
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
十
二
万
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
六
十
一
万
九
千
円
）

四
十
五

法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
五
十
一
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
六
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
六
万
八
百
円
）

四
十
六

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
百
九
十
二
万
七
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
百
九
十
一
万
三
千
円
）

四
十
七

法
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八
十
一
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
七
十
九
万
七
千
四
百
円
）

四
十
八

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

埋
設
容
量
が
二
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
廃
棄
物
埋
設
地
に
係
る
確
認

ロ

埋
設
容
量
が
二
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
廃
棄
物
埋
設
地
に
係
る
確
認

八
十
三
万
五
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
八
十
三
万
千
四
百
円
）

八
十
三
万
五
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
八
十
三
万
千
四
百
円
）
に
二
百
五
十

立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
二
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
十
四
万
三
千
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
一
〕

二
五



ハ

廃
棄
物
埋
設
地
以
外
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
確
認

九
千
三
百
円
）
を
加
算
し
た
額

八
十
三
万
五
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
八
十
三
万
千
四
百
円
）

四
十
九

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

容
器
に
固
型
化
し
た
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下

「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
確
認

ロ

容
器
に
固
型
化
し
て
い
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
確
認

容
器
一
個
に
つ
き
六
千
円

一
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き
二
万
六
千
七
百
円

五
十

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
十
万
六
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
三
十
九
万
千
二
百
円
）

五
十
一

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
四
十
三
万
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
二
万
八
千
百
円
）

五
十
二

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
百
二
万
八
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
百
二
万
四
千
七
百
円
）

五
十
三

法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八
十
一
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
七
十
九
万
七
千
四
百
円
）

五
十
四

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

二
百
六
万
六
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
百
六
万
五
千
三
百
円
）

五
十
五

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
五

十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

四
十
九
万
六
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
四
十
九
万
五
千
円
）

五
十
六

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
五

十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

百
四
十
六
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
百
四
十
六
万
八
百
円
）

五
十
七

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
二
万
七
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
十
二
万
六
千
円
）

五
十
八

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
一
万
七
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
十
一
万
六
千
三
百
円
）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
一
〕

追

補

二
六



五
十
九

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
施
設
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
四
万
九
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
十
四
万
八
千
四
百
円
）

六
十

法
第
五
十
七
条
の
六
第
二
項
又
は
第
五
十
七
条
の
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
八
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
五
万
六
千
九
百
円
）

六
十
一

法
第
五
十
七
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
五
十
七

条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
九
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
一
万
八
千
円
）

六
十
二

法
第
五
十
七
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
五
十
七

条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
二
万
二
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
十
二
万
七
百
円
）

六
十
三

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

容
器
一
個
に
つ
き
十
万
二
千
三
百
円

六
十
四

法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
確
認
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者イ

承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
（
第
四
十
八
条
の
表
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
も
の
（
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）
に
限
る
。）
を
運
搬
し
よ
う
と

す
る
者

ロ

承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除

く
。）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
者

ハ

承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
を
運
搬

し
よ
う
と
す
る
者

ニ

承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
運
搬

し
よ
う
と
す
る
者

百
三
万
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
百
二
万
八
千
八
百
円
）

二
十
三
万
九
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
十
三
万
八
千
二
百
円
）

三
十
五
万
九
千
円

六
万
六
千
八
百
円

六
十
五

国
土
交
通
大
臣
又
は
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
の
行
う
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の

確
認
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
十
三
万
四
千
三
百
円

六
十
六

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

核
燃
料
物
質
等
（
第
四
十
八
条
の
表
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
（
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。）
に
限
る
。）
の
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

七
十
万
二
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
七
十
万
千
三
百
円
）

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
一
〕

二
七



ロ

核
燃
料
物
質
等
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い

て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
八
万
二
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
十
八
万
七
百
円
）

六
十
七

法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃

棄
物
埋
設
施
設
若
し
く
は
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事

業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
「
工
場
等
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の

他
の
物
で
あ
つ
て
、
重
量
が
二
十
ト
ン
以
下
の
も
の
に
係
る
確
認

ロ

工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
で
あ
つ
て
、
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
る

も
の
に
係
る
確
認

十
八
万
五
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
十
八
万
三
千
六
百
円
）

十
八
万
五
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
十
八
万
三
千
六
百
円
）
に
二
十
ト
ン
を
超
え

る
二
十
ト
ン
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
二
万
二

千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

六
十
八

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
二
十
六
万
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
百
二
十
五
万
八
千
七
百
円
）

六
十
九

法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
八
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
一
万
七
千
円
）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
一
〕
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二
八



別
表
第
二
（
第
六
十
六
条
関
係
）

番

号

溶
接
検
査
を
受
け
よ
う
と
す

る

物

金

額

一

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十

六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を

受
け
る
物
（
次
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
一
）
容
器
（（
二
）か
ら（
七
）ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

１

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

２

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

３

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

４

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

一
個
に
つ
き

二
万
四
千
七
百
円

二
万
四
千
七
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー

ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
万
千
百
円
を

加
算
し
た
額

十
三
万
五
千
三
百
円

十
三
万
五
千
三
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ

ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
六
万
七
千
七

百
円
を
加
算
し
た
額

二
十
七
万
八
千
七
百
円

二
十
七
万
八
千
七
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五

メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
十
三
万
九

千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

六
十
万
八
千
円

六
十
万
八
千
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー
ト

ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
三
十
万
四
千
百
円

追

補

核
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二
九



５

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

６

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

７

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

８

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

９

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１０

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

を
加
算
し
た
額

八
十
五
万
九
千
五
百
円

八
十
五
万
九
千
五
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五

メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
四
十
二
万

九
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

百
九
万
二
千
二
百
円

百
九
万
二
千
二
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ

ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
五
十
四
万
六

千
二
百
円
を
加
算
し
た
額

百
五
十
七
万
七
千
七
百
円

百
五
十
七
万
七
千
七
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
七
十
八

万
九
千
円
を
加
算
し
た
額

百
六
十
六
万
二
千
百
円

百
六
十
六
万
二
千
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五

メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
八
十
三
万

千
百
円
を
加
算
し
た
額

百
九
十
八
万
八
千
円

百
九
十
八
万
八
千
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ

ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
九
十
九
万
四

千
百
円
を
加
算
し
た
額

二
百
三
十
二
万
二
百
円

核
原
料
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質
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核
燃
料
物
質
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び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
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�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１１

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１２

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１３

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１４

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

（
二
）
原
子
炉
施
設
の
損
壊
の
際
に
自
動
閉
鎖
弁
の
作
動
に
よ
り
冷
却
材
に
対
す
る
圧
力
障
壁

を
形
成
す
る
一
連
の
施
設
に
属
す
る
容
器

（
三
）
再
処
理
施
設
に
属
す
る
使
用
済
燃
料
溶
解
槽
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
蒸
発
缶
、
高
放
射

性
廃
液
蒸
発
缶
又
は
高
放
射
性
廃
液
貯
槽

（
四
）
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器

二
百
三
十
二
万
二
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五

メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
十
六
万

二
百
円
を
加
算
し
た
額

二
百
六
十
六
万
二
千
八
百
円

二
百
六
十
六
万
二
千
八
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
三

十
三
万
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

二
百
九
十
一
万
千
四
百
円

二
百
九
十
一
万
千
四
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
四
十

五
万
五
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額

三
百
二
十
九
万
七
千
四
百
円

三
百
二
十
九
万
七
千
四
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
六

十
四
万
八
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

三
百
六
十
五
万
千
九
百
円

三
百
六
十
五
万
千
九
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
八
十

二
万
六
千
百
円
を
加
算
し
た
額

（
一
）の
額
の
四
倍
の
額

（
一
）の
額
の
四
倍
の
額

（
一
）の
額
の
二
倍
の
額

追
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三
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の
う
ち
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
を
内
包
す
る
も
の
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃

度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
を
内
包
す
る
も
の
若
し

く
は
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残

り
の
液
体
で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
を
内
包
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
の
排
気
処
理
系
統
に
属
す
る
容
器
で

あ
つ
て
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
気
体
若
し
く
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
気
体
を
内
包
す
る
も
の
（（
三
）に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
五
）
原
子
炉
格
納
容
器

（
六
）
（
三
）又
は（
四
）に
掲
げ
る
容
器
の
損
壊
の
際
に
当
該
容
器
が
内
包
す
る
液
体
の
漏
え
い

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
容
器

（
七
）
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器

（
八
）
管
（（
九
）か
ら（
十
一
）ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

１

外
径
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

イ

継
手
に
係
る
管
の
外
径
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

イ
以
外
の
も
の

２

外
径
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

（
一
）の
額
に
そ
の
半
額
を
加
え
た
額

（
一
）の
額
の
半
額

（
一
）の
額
の
半
額

溶
接
一
箇
所
に
つ
き

五
千
三
百
円

一
万
七
百
円

一
万
七
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー
ト
ル

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
五
千
三
百
円
を
加
算

し
た
額

三
千
四
百
円

四
千
九
百
五
十
円

一
万
七
百
円

二
万
六
百
円

二
万
六
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー
ト
ル

核
原
料
物
質
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燃
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物
質
及
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原
子
炉
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�

周
継
手
の
も
の

３

外
径
二
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

４

外
径
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

５

外
径
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

６

外
径
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
万
三
百
円
を
加
算

し
た
額

九
千
四
百
円

一
万
四
千
二
百
円

二
万
六
千
三
百
円

二
万
六
千
三
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー

ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
万
三
千
百
円

を
加
算
し
た
額

一
万
三
千
円

一
万
八
千
三
百
円

三
万
二
千
三
百
円

三
万
二
千
三
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー

ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
万
六
千
二
百

円
を
加
算
し
た
額

一
万
七
千
八
百
円

二
万
四
百
円

四
万
四
千
九
百
円

四
万
四
千
九
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー

ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
二
万
二
千
四
百

円
を
加
算
し
た
額

二
万
六
千
百
円

追
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�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

７

外
径
二
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

８

外
径
三
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

�

周
継
手
の
も
の

（
九
）
再
処
理
施
設
に
属
す
る
使
用
済
燃
料
溶
解
槽
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
蒸
発
缶
、
高
放
射

性
廃
液
蒸
発
缶
又
は
高
放
射
性
廃
液
貯
槽
に
附
属
す
る
管

（
十
）
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
に
属
す
る
管
の

う
ち
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
を
内
包
す
る
も
の
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度

が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
を
内
包
す
る
も
の
若
し
く

二
万
五
千
六
百
円

五
万
千
二
百
円

五
万
千
二
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー
ト

ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
二
万
五
千
六
百
円

を
加
算
し
た
額

三
万
八
千
円

四
万
九
百
円

八
万
千
七
百
円

八
万
千
七
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ
ー
ト

ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
四
万
九
百
円
を
加

算
し
た
額

六
万
九
百
円

五
万
六
千
百
円

十
一
万
二
千
四
百
円

十
一
万
二
千
四
百
円
に
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
五
メ

ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
五
万
六
千
三

百
円
を
加
算
し
た
額

八
万
百
円

（
八
）の
額
の
二
倍
の
額

（
八
）の
額
に
そ
の
半
額
を
加
え
た
額

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
二
〕
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は
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り

の
液
体
で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
を
内
包
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
液
体
を
内
包
す
る
容
器
の
排
気
処
理
系
統
に

属
す
る
管
で
あ
つ
て
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
若
し
く
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
を
内
包
す
る
も
の
（（
九
）に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
十
一
）
ダ
ク
ト

（
八
）の
額
の
半
額

二

非
耐
圧
部
材
の
取
付
け
の
み
に
係
る
溶
接
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条

の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第

一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る
物
（
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

非
耐
圧
部
材
一
個
に
つ
き
三
千
五
百
五
十
円

三

改
造
又
は
修
理
の
た
め
の
溶
接
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は

第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る
物
（
次
の
項
及
び
五
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）

（
一
）
容
器

（
二
）
管

一
個
に
つ
き
十
七
万
七
千
六
百
円

溶
接
一
箇
所
に
つ
き
一
万
九
千
五
百
円

四

非
耐
圧
部
材
の
取
付
け
の
み
に
係
る
溶
接
で
あ
つ
て
改
造
又
は
修
理
の
た
め
の
も
の
に
つ
い
て

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十

六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を

受
け
る
物
（
次
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

非
耐
圧
部
材
一
個
に
つ
き
五
千
三
百
円

五

工
場
又
は
事
業
所
の
構
内
の
う
ち
放
射
線
管
理
の
た
め
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い

る
区
域
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
内
に
お
い
て
改
造
又
は
修
理
の
た
め
の
溶
接
に

つ
い
て
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
、

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接

検
査
を
受
け
る
物

三
の
項
又
は
四
の
項
の
額
の
二
倍
の
額

追

補

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
二
〕
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六

法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
四
項
、
第
四
十

六
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を

受
け
る
物
（
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る
物
に
あ
つ
て
は
、
溶
接
を
し

た
使
用
施
設
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
限
る
。）

一
の
項
又
は
二
の
項
の
額
の
半
額

別
表
第
三
（
第
六
十
六
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所

二

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

三

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

四

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー

五

独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン

タ
ー

六

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技

術
研
究
機
構

七

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

八

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

九

独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所

十

独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所

十
一

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ

ン
タ
ー

十
二

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

十
三

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

十
四

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

十
五

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

十
六

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

十
七

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構

十
九

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
別
表
三
〕

追
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〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
経
過
措
置
を
定
め
る
省

令

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

文
部
科
学
省
令
第
四
十
八
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を

定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

百
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
つ
い
て
、
核
原
料
物

質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
廃
止
措
置
計

画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定

め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

解
体
す
る
原
子
炉
施
設
及
び
そ
の
解
体
の
方

法
二

核
燃
料
物
質
の
譲
渡
し
の
方
法

三

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
の
方
法

四

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃

棄
の
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
設

備
及
び
そ
の
機
能
並
び
に
そ
の
機
能
を
維
持
す

べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

二

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い

う
。）
に
よ
る
放
射
線
の
被
ば
く
管
理
及
び
放

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
説
明
書

三

廃
止
措
置
の
工
事
上
の
過
失
、
機
械
若
し
く

は
装
置
の
故
障
又
は
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る

原
子
炉
の
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関

す
る
説
明
書

四

前
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
文
部
科
学

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び

副
本
各
一
通
と
す
る
。

第
二
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
廃
止
措
置

計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定

め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

解
体
す
る
使
用
施
設
等
及
び
そ
の
解
体
の
方

法
二

核
燃
料
物
質
の
譲
渡
し
の
方
法

三

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
の
方
法

四

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃

棄
の
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
設

備
及
び
そ
の
機
能
並
び
に
そ
の
機
能
を
維
持
す

べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

二

核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
放
射
線
の
被
ば
く
管

理
及
び
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
説
明

書
三

廃
止
措
置
の
工
事
上
の
過
失
、
機
械
若
し
く

は
装
置
の
故
障
又
は
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る

事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明

書

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
〔
一
条
・
二
条
〕

追

補
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四

前
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
文
部
科
学

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び

副
本
各
一
通
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
経
過
措
置
を
定
め
る
省

令

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

経
済
産
業
省
令
第
百
十
三
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
原

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経

過
措
置
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
例
に

よ
り
廃
止
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

実
用
発
電
用
原
子
炉

実
用
発
電
用
原
子
炉

の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第

百
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
発
電
用
原
子

炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
。以
下「
新

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

る
規
則
」
と
い
う
。）
第
十
九
条
の
六

二

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
原

子
炉

研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
経
済

産
業
省
令
第
百
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
研
究

開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉

の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
新
研
究

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
〔
一
条
・
二
条
〕

追
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開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉

の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
」
と
い
う
。）

第
四
十
三
条
の
三

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い

て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
可
の

日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止

措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施

す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

に
応
じ
、当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
例
に
よ
り
、

保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す

る
。

一

実
用
発
電
用
原
子
炉

新
実
用
発
電
用
原
子

炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条

二

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
原

子
炉

新
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に

供
す
る
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

則
第
三
十
六
条

附

則

こ
の
省
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び

原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
規

定
に
基
づ
き
国
家
公
安
委

員
会
等
と
の
関
係
を
定
め

る
告
示平

成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
二
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三

百
二
十
四
号
）
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ

き
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
を
定
め
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ

き
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
を
定
め
る

告
示

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第

二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
の
表
第
二
号
及
び

第
三
号
並
び
に
第
六
十
四
条
の
表
第
二
号
及
び
第
五

号
の
文
部
科
学
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三

号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
又
は
法
第
五

十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
所
に
設
置

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

財
団
法
人
核
物
質
管
理
セ
ン
タ
ー
六
ヶ
所
保
障

措
置
セ
ン
タ
ー

二

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
東

海
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
原
子
力
科
学
研
究
所

三

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
東

海
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
工
学
研

究
所

四

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
大

洗
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
北
地
区
）

五

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
大

洗
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
南
地
区
）

六

株
式
会
社
東
芝
原
子
力
技
術
研
究
所

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ

き
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
を
定
め
る
告
示
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